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衆
議
院
議
員
馬
場
雄
基
君
提
出
国
策
と
し
て
の
子
育
て
支
援
に
関
す
る
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対
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る
答
弁
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一
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
や
貧
困
家
庭
等
の
こ
ど
も
（
こ
ど
も
基
本
法
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
こ
ど
も
を
い
う
。
）
が
抱
え
る
特
有
の
課
題
に
対
応
し
、
貧
困
の
連
鎖
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
御
指

摘
の
「
こ
ど
も
の
生
活
・
学
習
支
援
事
業
」
を
推
進
し
て
お
り
、
令
和
五
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
お
い
て

は
、
受
験
料
等
へ
の
支
援
を
行
う
等
、
施
策
の
充
実
を
図
り
な
が
ら
、
御
指
摘
の
「
取
組
が
遅
れ
て
い
る
地
方
公
共
団
体
」

を
始
め
多
く
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
同
事
業
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
事
業
に
つ
い

て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
創
意
工
夫
に
よ
り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と

か
ら
、
現
時
点
で
は
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
全
国
す
べ
て
の
地
域
で
実
施
さ
れ
る
事
業
に
組
み
替
え
る
べ
き
」
と
は
考
え
て

い
な
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
育
児
用
品
補
助
制
度
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
子
育
て

世
帯
に
対
す
る
経
済
的
支
援
と
し
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
地
域
間
格
差
が
発
生
」
し
な
い
よ
う
、
児
童
手
当
法
（
昭
和
四



 

２ 

 

十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
に
基
づ
き
児
童
手
当
を
支
給
し
て
い
る
ほ
か
、
令
和
四
年
度
か
ら
、
市
区
町
村
に
お
い
て
「
伴

走
型
相
談
支
援
及
び
出
産
・
子
育
て
応
援
給
付
金
の
一
体
的
実
施
事
業
実
施
要
綱
」
（
令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日
付
け
子

発
一
二
二
六
第
一
号
厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
長
通
知
別
紙
）
の
別
添
二
に
基
づ
き
、
お
む
つ
や
児
童
の
衣
服
な
ど
の
出

産
や
育
児
に
関
連
す
る
物
品
の
購
入
費
用
等
を
支
援
す
る
出
産
・
子
育
て
応
援
給
付
金
の
支
給
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、

当
該
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
経
費
に
充
て
る
た
め
、
「
令
和
四
年
度
出
産
・
子
育
て
応
援
交
付
金
交
付
要
綱
」
（
令
和
五

年
二
月
六
日
付
け
厚
生
労
働
省
発
子
〇
二
〇
六
第
一
号
厚
生
労
働
事
務
次
官
通
知
別
紙
）
等
に
基
づ
く
出
産
・
子
育
て
応
援

交
付
金
の
交
付
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
市
区
町
村
の
創
意
工
夫
に
よ
り
、
妊
娠
、
出
産
及
び
子
育
て

の
支
援
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
政
府
と
し
て
必
要
な
支
援
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 


